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６ 関西大学高槻新キャンパスについて

１ これまでの経過

平成 16年 5月 12 日の都市再生緊急整備地域の指定以降、関西大学にかかる主

な経過は、以下のとおりである。

年 月 日 内 容 備 考

平成 16年 5月 12日 都市再生緊急整備地域の指定

平成 17年 2月 7日 関西大学がＪＲ高槻駅北東地区へ進出する意向を表明

平成 17年 12月 2日 関大企画調査第 33 号により、関西大学から市長宛に４項

目の要望書の提出

平成 18年 2月 24日 市街地整備促進特別委員会において、平成 17 年 12 月 2

日付けの上記支援等の要望書を参考資料として提出

平成 18年 4月 25日 市街地整備促進特別委員会において、先の要望書に対して

の関西大学の考え方を報告

平成 19年 6月 12日 市街地整備促進特別委員会において「大学立地に係る先進

的な取組についての調査」（アンケート調査）を報告
別冊２

１－１ページ～

平成 19年 7月 11日 平成 19 年 6 月 12 日に引き続き、市街地整備促進特別委

員会を開催

平成 19年 11 月 15日 市街地整備促進特別委員会において、

①関西大学進出にかかる経済効果

②関西大学新キャンパス構想にかかる地域貢献の

今後の方向性と課題

を報告

別冊２

２－１ページ～

３－１ページ～

平成 20年 2月 26日 市街地整備促進特別委員会において、

①まちづくりの考え方について

②支援の枠組について

を報告

別冊２

４－１ページ～

平成 20 年 2月 29 日 基本合意書の締結 別冊２

５－１ページ

平成 20 年 7月～ 高槻商工会議所等から関西大学高槻新キャンパ

ス実現に関する要望書の提出

別冊２

６－１ページ～

平成 20 年 8月 18 日 市民開放等地域貢献に関する覚書の締結 別添１

平成 20 年 8月 18 日 関西大学から地域貢献に対する考え方について

の文書の提出

別添２
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２ 対応策について

平成２０年２月２９日付け、関西大学と締結をした「基本合意書」に沿って、土

地取得及び施設建設に対する対応の基本的な考え方は、以下のとおりである。

（１）土地取得に関する対応

（１）－１ 前提条件

①Ｃエリアの所有者については、高槻市ＪＲ高槻駅北東土地区画整理組合の仮

換地指定により確定すること。

②Ｃエリアの敷地面積は、１７，５８４㎡である。

③土地取得単価については、不動産鑑定評価を踏まえ、取得するものとする。

④校舎等施設に係る部分については関西大学の負担・所有とする。

（１）－２ 対応の考え方

高槻市の土地の取得は、グラウンドを中心とした防災空間等の確保及び利活用

からＣエリア敷地面積（１７，５８４㎡）の約５割となる。ただし、その取得内

訳は、全体の約３割が高槻市負担、約２割が民間事業者から市への寄付等を予定

している。

また、市が取得する所有地については、関西大学へ無償貸与等により開校後

２０年間、使用させるものとする。なお、期間満了後、特別の事情がない限り

自動更新する。

なお、関西大学の負担は、校舎等施設に係る部分であり、Ｃエリア敷地面積の

約５割となる。
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（２）施設建設に関する対応

（２）－１ 前提条件

当該施設のうち、平成 19 年 11 月 15 日開催の市街地整備促進特別委員会で説明

した地域貢献（市民開放）に寄与する施設について対応する。

（２）－２ 対応の考え方

平成 20年 2月 26 日開催の市街地整備促進特別委員会で説明したように、当該地

における大学立地は、多様で高質な都市サービスの提供や、求心力を高める機能と

して非常に重要であり、かつ、交流人口を増やすことも考慮すれば、将来の高槻市

にとってなくてはならない機能であり施設である。

また、施設建設に関する対応として考えられるものは、以下のとおりであり、国

庫補助制度（国土交通省所管の「暮らし・にぎわい再生事業」）を活用する。

【関西大学関連施設】

○コンベンションホール

○生涯学習センター

○施設内通行部分

○防災関連施設 など

（３）今後のスケジュール（予定）

平成２０年 ９月：鑑定評価費用予算計上

１２月：土地取得費用及び施設建設に関する予算計上

平成２１年 ３月：施設建設に関する予算計上（平成 21年度予算）










